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議
　

員
　

公
契
約
条
例
は
、

市
の
業
務
発
注
（
請
負
、
業

務
委
託
、
指
定
管
理
）
に
当

た
り
安
定
し
た
企
業
経
営
と

雇
用
の
も
と
に
、
従
業
員
の

賃
金
、
労
働
条
件
を
改
善
す

る
こ
と
で
公
共
サ
ー
ビ
ス
と

地
域
経
済
の
活
性
化
を
進
め

て
い
く
た
め
の
制
度
だ
。
勤

労
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
安
定

し
た
賃
金
で
働
き
た
い
、
そ

し
て
働
き
が
い
の
あ
る
職
場

に
勤
め
た
い
と
の
思
い
が
あ

る
。
条
件
が
悪
け
れ
ば
離
職

公契約条例を制定し
 　　　　地域経済に好循環を

利点もあるが
経営圧迫等のおそれもある

や
、
他
市
町
村
、
県
外
へ
の

転
出
に
つ
な
が
る
。
よ
っ
て

市
は
公
契
約
条
例
を
制
定

し
、
少
な
く
と
も
従
業
員
の

賃
金
は
市
で
積
算
し
て
い
る

賃
金
に
沿
っ
て
い
る
か
ど
う

か
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ

と
が
必
要
と
考
え
る
。
こ
う

し
た
条
例
の
制
定
は
地
域
経

済
の
好
循
環
に
つ
な
が
る
も

の
と
思
う
が
、市
の
見
解
は
。

　
　
　
　
　

条
例
制
定
に
よ

っ
て
、
労
働
者
の
賃
金
改
善

等
が
図
ら
れ
、
地
域
経
済
の

好
循
環
に
つ
な
が
る
と
考
え

ま
す
。
一
方
で
賃
金
等
の
条

件
を
設
け
る
と
、
自
由
競
争

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
や
、
事

業
者
の
経
営
の
圧
迫
や
事
務

負
担
の
増
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま

す
。

畑　山　親　弘
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当
市
に
は
サ
サ
キ

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
上
北

農
産
加
工
等
の
地
元
企
業
、

北
里
大
学
獣
医
学
部
、
里
ノ

沢
工
場
団
地
、
上
十
三
地
域

の
中
心
と
し
て
の
食
肉
セ
ン

タ
ー
と
食
肉
加
工
団
地
等
の

誘
致
企
業
等
、
最
近
で
は
マ

ル
厨
工
業
や
日
本
の
窓
等
の

進
出
が
あ
る
。
市
で
は
、
平

成
30
年
３
月
に
企
業
立
地
奨

励
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、

企
業
立
地
奨
励
金
の
上
限
額

を
５
億
円
ま
で
引
き
上
げ
た

が
、
企
業
誘
致
の
具
体
策
を

検
討
し
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　

支
援
策
の
拡
大
に

加
え
、
企
業
誘
致
支
援
大
使

等
の
活
動
を
通
し
た
企
業
の

情
報
収
集
、
首
都
圏
等
の
フ

ェ
ア
で
の
新
制
度
の
Ｐ
Ｒ
や

当
市
の
情
報
発
信
、
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
実
施
や
セ
ミ
ナ

ー
へ
の
参
加
等
、
積
極
的
な

企
業
誘
致
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
北
里
大
学
や
、
豊
富

な
水
資
源
、
農
畜
産
物
等
、

当
市
の
優
位
性
を
活
か
し
た

誘
致
活
動
を
展
開
し
、
市
の

特
徴
や
魅
力
に
適
し
た
企
業

の
誘
致
に
結
び
つ
け
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

議　
員

受注業者の労働条件改善を

の
保
育
所
等
施
設
は
す
べ
て

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。

　
　
　
　

無
償
化
開
始
時
点

で
、
対
象
と
な
る
３
歳
以
上

の
児
童
の
保
育
施
設
等
の
状

況
は
、
利
用
定
員
１
３
８
３

人
に
対
し
て
入
所
児
童
数
１

３
０
１
人
で
あ
り
、
80
人
程

度
の
余
裕
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
受
け
入
れ
に
心

配
は
な
い
と
認
識
し
て
い
ま

す
。
今
後
も
待
機
児
童
が
生

じ
な
い
よ
う
、適
正
な
管
理
・

運
営
に
努
め
、
十
分
に
需
要

に
応
え
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

議　

員　

幼
児
教
育
、保
育
、

地
域
の
子
育
て
支
援
の
量
の

拡
充
や
質
の
向
上
を
図
る
た

め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
が
平
成
27
年
度
に
国

に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
当
市

も
待
機
児
童
の
解
消
や
質
の

担
保
さ
れ
た
子
育
て
環
境
の

整
備
を
目
指
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
と
思
う
が
、
新
制
度

開
始
以
降
の
保
育
所
等
の
施

設
数
、
利
用
定
員
、
入
所
児

童
数
は
。

　
　
　
　
　
　
　

（
下
表
参

照
┣

　
　
　
　

保
育
所
等
の
利
用

定
員
の
弾
力
化
と
は
。

　
　
　
　
　
　
　

国
が
認
め

て
い
る
待
機
児
童
解
消
の
た

め
の
緊
急
的
な
対
応
策
で
す
。

当
市
で
は
待
機
児
童
は
い
ま

せ
ん
が
、
発
生
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
利
用
定
員
が

60
人
以
上
の
施
設
で
は
利
用

定
員
の
10
％
、
60
人
未
満
の

施
設
で
は
５
人
を
限
度
と
し

て
利
用
定
員
の
弾
力
化
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
　
　
　

国
に
よ
る
幼
児
教

育
・
保
育
の
無
償
化
が
平
成

31
年
10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る

予
定
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ

れ
ま
で
保
育
所
等
を
利
用
し

て
い
な
か
っ
た
児
童
の
入
所

希
望
が
ふ
え
た
場
合
、
当
市

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
後

　
　
　
　

待
機
児
童
が
発
生
す
る
懸
念
は

保
育
施
設
等
の
受
け
入
れ
に
心
配
は
な
い

山　端　　　博
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希望する保育所等を利用できるように

議　
員

市　
長

議　
員

総
務
部
長
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般 　

質　

 

問

議　
員

健
康
福
祉
部
長

市　
長

議　
員

子ども・子育て支援新制度に沿った保育所等の
施設数、利用定員、入所児童数（健康福祉部長答弁）

年　度 平成27 平成28 平成29 平成30

施　　設　　数 27 31 31 32

利 用 定 員（人） 2,189 2,269 2,264 2,344

入所児童数（人） 1,899 2,021 1,987 2,045

※各年度４月１日現在

健
康
福
祉
部
長


